
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人鈴木由治の上告理由について。

　控訴人（被上告人）が本件宅地上に本件車庫を所有するに至つた経緯、原審参加

人（上告人）村山が本件宅地の所有権を取得するに至つた経緯および本件宅地上の

建物についての登記簿上の表示の変遷に関し原審が確定した諸般の事情のもとでは、

「建物保護ニ関スル法律」一条の適用については、控訴人は本件宅地上に登記した

建物を所有するものというべきである旨の原判示は正当である。所論は、ひつきよ

う、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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